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○西条市体育館設置及び管理条例施行規則 

平成１８年３月２８日 

規則第１４号 

改正 平成２０年１２月２６日規則第２４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、西条市体育館設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第９９

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用の申請） 

第２条 体育館を利用しようとするものは、条例第５条第１項本文の規定により、体

育館使用許可申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（使用の許可） 

第３条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、管理上必要な条件を付して、体育館使用許可書（様式第２号。以下「許可

書」という。）を申請者に交付する。 

２ 前項の許可書の交付を受けた者（条例第５条第１項ただし書に規定する許可を受

けたものを含む。以下「使用者」という。）は、体育館を使用する際には、当該許

可書（条例第５条第１項ただし書に規定する許可を受けた者にあっては別に定める

書類）を携帯し、職員の求めがあったときは、いつでもこれを提示しなければなら

ない。 

（使用料の減免） 

第４条 条例第６条第２項の規定による使用料の減免基準は、次のとおりとする。た

だし、設備備品使用料及び冷暖房設備使用料については、減免はしないものとする。 

(1) 西条市がアマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収しないとき 全額 

(2) 西条市が他の団体と共催してアマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴

収しないとき 半額 

(3) 前２号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額 

２ 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用料減免申請書

（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第５条 条例第７条ただし書の規定による使用料の還付の区分は、次のとおりとする。 
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(1) 条例第７条第１号に該当したとき 全額 

(2) 条例第７条第２号又は第３号に該当したとき ５割以内 

２ 前項の規定による使用料の還付を受けようとするものは、体育館使用料還付申請

書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（使用者の遵守事項） 

第６条 使用者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 建物、附属施設及び備品を損傷しないこと。 

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。 

(3) 物品販売をしないこと。ただし、別に許可を受けた場合は、この限りでない。 

(4) 入場人員は、職員が指示する人員を超えないようにすること。 

(5) その他職員の指示に従うこと。 

（入場者の遵守事項） 

第７条 入場者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。 

(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。 

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(4) その他職員等の指示に従うこと。 

（職員の立入り） 

第８条 職員は、体育館の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入

ることができる。 

（原状回復後の点検） 

第９条 使用者は、条例第１３条第１項の規定により原状に回復したときは、職員の

点検を受けなければならない。 

（読替規定） 

第１０条 条例第１０条第１項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場

合は、第２条、第４条第２項及び第５条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、

第３条中「市長」とあり、及び「職員」とあるのは「指定管理者」と、第６条、第

７条、第８条（見出しを含む。）及び第９条中「職員」とあるのは「指定管理者」

と、第２条中「様式第１号」とあり、第３条中「様式第２号」とあり、第４条中「様

式第３号」とあり、及び第５条中「様式第４号」とあるのは「指定管理者が定める

もの」と読み替えるものとする。 
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（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に廃止前の西条市体育館設置及び管理条例施行規則（平

成１６年西条市教育委員会規則第３５号）の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２０年１２月２６日規則第２４号） 

１ この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の西条市表彰条例施行規則、西

条市老人福祉法施行規則、西条市国民健康保険高額療養費貸付規則、西条市国民健

康保険はり・きゅう施術規則、西条市高額介護サービス費等資金貸付規則、西条市

印鑑条例施行規則、西条市体育館設置及び管理条例施行規則、西条市立学校の施設

の開放に関する規則及び西条市乳幼児健康支援デイサービス施設設置及び管理条例

施行規則の規定により作成された様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 
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様式第１号その１（第２条関係） 

様式第１号その２（第２条関係） 

様式第１号その３（第２条関係） 

様式第１号その４（第２条関係） 

（平２０規則２４・一部改正） 

様式第１号その５（第２条関係） 

様式第１号その６（第２条関係） 

様式第２号その１（第３条関係） 

様式第２号その２（第３条関係） 

様式第２号その３（第３条関係） 

様式第２号その４（第３条関係） 

（平２０規則２４・一部改正） 

様式第２号その５（第３条関係） 

様式第２号その６（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

 


